
秘
密
は
厳
守
さ
れ
ま
す
。

●

女
性

●

▽
子
育
て
に
関
す

る
こ
と
▽
法
律
に
関
す
る
こ
と

（
セ
ク
ハ
ラ
・
離
婚
な
ど
法
律
的
な

問
題
）
▽
一
般
（
健
康
・
家
族
・

職
場
や
近
所
で
の
人
間
関
係
な
ど
）

●

子
育
て
・
一
般
／
毎

月
第
２
土
曜
日
▽
法
律
・
一
般
／

毎
月
第
２
火
曜
日
　
い
ず
れ
も
午

後
１
時
〜
３
時

※
法
律
相
談
は
午
後
１
時
〜
４
時

●

福
祉
文
化
会
館

●

月
〜
金
曜
日
・
午

前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
（
先
着

順
）

●

企
画
課
男
女
共

同
参
画
室
（
q
20
―

３
１
６
６
）

弁
護
士
が
相
談
に
応
じ
ま
す
。

●

法
律
問
題
に
直
面
し
て

お
困
り
の
人

●

７
月
16
日
（
月
）
午
後

１
時
〜
４
時

●

市
役
所
本
庁
舎

●

８
人
（
先
着
順
）

●

７
月
５
日
（
木
）

か
ら
ま
ち
づ
く
り
推
進
課
（
q
20

―

３
１
５
８
）
へ

行
政
相
談
委
員
が
相
談
に
応
じ

ま
す
。
秘
密
は
厳
守
さ
れ
ま
す
。

●

▽
７
月
５
日
（
木
）
と

23
日
（
月
）
午
後
１
時
30
分
〜
４

時
▽
17
日
（
火
）
午
後
１
時
〜
３

時●

▽
５
日
／
市
役
所
市

民
相
談
室
▽
17
日
／
さ
ざ
ん
か
会

館
▽
23
日
／
ト
ス
ク
本
店
イ
ン
フ

ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
ル
ー
ム

●

鳥
取
行
政
評

価
事
務
所
（
q
24
―

５
５
４
１
）

人
権
擁
護
委
員
が
相
談
に
応
じ

ま
す
。
秘
密
は
厳
守
さ
れ
ま
す
。

●

６
月
20
日
（
水
）
午
後

１
時
〜
４
時

●

さ
ざ
ん
か
会
館

●

法
務
局
人
権

擁
護
課
（
q
22
―

２
１
９
１
）

●

平
日
は
午
前
９
時
30

分
か
ら
午
後
４
時
40
分
ま
で

（
土
・
日
曜
日
・
祝
日
は
休
み
）

●

鳥
取
自
動
車
保
険
請

求
相
談
セ
ン
タ
ー
（
今
町
一
丁
目

１
０
３
　
住
友
生
命
鳥
取
ビ
ル
３

階
・
q
24
―

４
２
３
３
）

※
弁
護
士
に
よ
る
無
料
相
談
あ
り

ジ
ェ
ト
ロ
認
定
・
貿
易
ア
ド
バ

イ
ザ
ー
が
相
談
に
応
じ
ま
す
。

●

毎
月
第
１
火
曜
日

午
後
２
時
〜
５
時

●

鳥
取
商
工
会
議
所
２

階
ジ
ェ
ト
ロ
会
議
室

●

ジ
ェ
ト
ロ
鳥

取
（
q
29
―

６
６
２
２
）

●

７
月
８
日
（
日
）

●

鳥
取
駅
・
午
前
８
時

40
分
集
合→

青
谷
駅
〜
夏
泊
灯
台

〜
魚
見
台
〜
浜
村
駅→

鳥
取
駅
・

午
後
３
時
20
分
解
散
（
歩
行
距
離

10
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）

●

７
２
０
円

弁
当
や
水
筒
、
雨
具
は
各
自
で

ご
用
意
く
だ
さ
い
。

●

体
育
課
（
q

20
―

３
３
７
１
）

相

談

歩
こ
う
会
７
月
例
会

国民年金は、日本国内
に住むすべての人を対象
に、老齢、障害、死亡
（遺族）について年金を支
給し、健全な生活の維持、
向上を図ることを目的と
した制度です。
国民年金の加入期間は、

20歳～60歳の40年間で
す。この間に未納があれ
ば、その期間に応じて65
歳から支給される老齢基礎年金は減額され、障害年金、
遺族年金も受けられないこともあります。特に老齢基
礎年金を受けるには、保険料免除期間を含む25年以
上の納付期間が必要です。老後に安定した生活を送る
ためにも、保険料は忘れずに納めましょう。なお、納
め忘れがないよう、口座振替制度の利用や地域の納付
組織への加入をお勧めします。
また、保険料を納めることが困難な人には免除制度

（学生は納付特例申請）があります。
問い合わせ先＝保険年金課（q20―3205）

とっとり市報　⑫


